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更なる大気環境の改善に向けて －PM2.5対策の現状と課題－
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「事業活動その他の人の活動により、人の健康等に係る被害が
生ずること」として定義（環境基本法第2条3号）されている。
法の対象となる公害としての大気汚染を定義し、規制等の対策
を講じる対象・範囲を明確にしている。

大気中に排出された物質が、自然の浄化機能を上回って大気中
に存在し、これらが人を含む生態系や物などに直接的、間接的に
影響を及ぼす場合には大気汚染
自然起源や地域外からの大気汚染の影響が無視できなくなっている。

注） 環境基本法は、公害以外の人の健康又は生活環境の保全上の支
障にも対処しようとするものである。



環境基準の定義（環境基本法第16条）

「政府は、大気の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護
し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定め
るものとする。」

とされており、行政上の政策目標として解釈されている。

環境基準が設定されている大気汚染物質
二酸化窒素(NO2)、二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)
浮遊粒子状物質(SPM)、光化学オキシダント(Ox)
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
ダイオキシン類

大気汚染の改善度合いをみる場合には、環境基準の達成状況で評価



物質 環境基準値 告示日

一酸化炭素（ＣＯ）
1日平均値 10 ppm 以下
かつ、1時間値 8時間平均値 20 ppm 以下

S48.5.8

浮遊粒子状物質
（ＳＰＭ）

1日平均値 0.10 mg/m3  以下
かつ、1時間値 0.20 mg/m3  以下

S48. 5.8 

光化学オキシダント
（Ｏｘ）

1時間値 0.06 ppm 以下 S48.5.8

二酸化硫黄（ＳＯ２）
1日平均値 0.04 ppm 以下
かつ、1時間値 0.1ppm 以下

S48. 5.16 

二酸化窒素（ＮＯ２）
1日平均値 0.04 ppm ～ 0.06 ppm のゾーン内
又はそれ以下

S53. 7.11 

ベンゼン 1年平均値 0.003 mg/m3  以下 H9.2.4

トリクロロエチレン 1年平均値 0.2 mg/m3  以下 H9.2.4

テトラクロロエチレン 1年平均値 0.2 mg/m3  以下 H9.2.4

ダイオキシン類 1年平均値 0.6 pg-TEQ/m3  以下 H11.12.27

ジクロロメタン 1年平均値 0.15 mg/m3  以下 H13.4.20

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
日最高1時間値 0.06 ppmに対応する午前6時～9時の非メタン炭化水素の3時間平均値

0.20 ppmC ～ 0.31 ppmC の範囲 (S51.8.13通知) 



一般環境大気測定局 自動車排出ガス測定局



光化学オキシダント（Ox）

光化学オキシダント（Ox）光化学オキシダント（Ox）
年平均濃度の推移 注意報発令日数と最高濃度の推移

ベンゼンベンゼン



従来想定していた「人為」の範囲を超えて影響が現れてきた。



水問題研究家 飯田輝男氏提供

（東京都あきる野市入野樽）

（現在の状況）

（広葉樹周辺のスギを伐採）



国立環境研究所の報道発表資料より



気象庁ホームページから引用

黄砂は、大陸のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠等で吹き上げられた多量の砂の
粒子が空中に飛揚し天空一面を覆い、徐々に降下する現象であり、日本にお
いては3～4 月に多く見られる。
黄砂観測時にはSPM の濃度が大きく増加し、PM2.5の濃度も増加傾向にある。

カシュガル
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大気中に
浮遊している粒子

SPM

粒径は、100μm以下
（大きい粒子は落下する。）

PM2.5（微小粒子）：粒径2.5μm以下

SPM：粒径10μm未満
（日本の環境基準の対象）
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1971年 全浮遊粒子(TSP)の環境基準を設定

1987年 第１次改定 ： PM10 (粒径10μm以下）の環境基準を設定
1993年 「ハーバード6都市研究」等

健康影響との関連は、PM2.5に”より”顕著

1997年 第2次改定、PM10の基準値にPM2.5の基準値を新たに追加

2006年 第3次改定 ： PM2.5の基準値

24時間平均：100 μg/m3 、年平均：15 μg/m3

＊ 2006年 WHOによる指針値 年平均値 PM2.5 :10μg/m3

健康影響に関する研究の進展と環境基準の設定

PM2.5濃度と死亡の短期影響：北米での三つの研究で有意な関係

PM2.5濃度と死亡の長期影響：6都市調査等で強固な関係

南カリフォルニア小児調査：PM2.5濃度と肺機能と成長との関係

（国立環境研究所新田先生作成資料を改作）



米国
2006年

最終規則

PM10 24時間平均 150μg/m3 年1回を越えない

PM10 年平均 廃止

PM2.5 24時間平均 35μg/m3 24時間値の年間98パーセンタル
の3年平均が越えないこと

PM2.5 年平均 15μg/m3 3年平均

日本 SPM
1日平均 100μg/m3

① 24時間値の年間2パーセント
除外値が越えない

② 2日連続して越えない

1時間平均 200μg/m3

粒径 PM2.5 < SPM(約PM7) < PM10



平成11～19年度 「微小粒子状物質曝露影響調査検討
会」

平成19年度から 「微小粒子物質健康影響評価検討会」

曝露、疫学、毒性学の3つの分野について調査研究

• 国内外における科学的知見を集積
• PM2.5の健康影響に関する総合的な検討



健康影響を示唆する結果が報告されている。
米国の環境基準15μg/m3よりも大幅に高い水準

「微小粒子状物質曝露影響調査検討会」報告から

① 曝露濃度の変動要因や発生源別影響度の適切な評価
（発生源、環境動態、粒径分布、PM2.5成分の外国との違い）

② 測定法の更なる確立
③ 疫学研究（短期曝露調査）

循環器の諸指標とPM2.5 濃度の関連性に関する調査研究
④ 疫学研究（長期曝露調査）

呼吸器疾患や循環器系疾患の発症や死亡とPM2.5 濃度の関
連性に関する知見の集積
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PM2.5の濃度が低減し、しかも、二次生成の粒子の相対

的割合が増加している。



PM2.5は低減傾向にある。



自排局
経年的には、年々減少
都市部の一般局
平成13 ～14 年度にかけ

て減少しているが、その後
は横ばい
非都市部の一般局
この6 年間でほぼ横ばい

「微小粒子状物質曝露影響調査検討会」報告から
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人為的な原因

直接的に「事業活動その他の人の活動による」もの

「公害」としての大気汚染→低減してきた。

越境大気汚染→アジア諸国の産業活動の活発化

大陸間輸送→新たな研究で明らかに

自然現象による大気汚染

三宅島噴煙によるSO2高濃度現象

黄砂によるSPM高濃度現象

植物からのVOCによる光化学スモッグの発生→新たな研究

ディーゼル車規制により、PM2.5の濃度が低減しているが、米
国環境基準15μg/m3よりも大幅に高い水準
しかし、二次粒子の低減は少ない（大気環境学会報告）ため、
二次粒子の相対的割合が増加してきた。
そのため、より広域的な影響や様々な排出源を考慮する必要
が生じてきた。



「PM2.5対策」としては実施されていないが、低減に効

果のある対策は以前から進められている。
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2003年10月から、PM排出基準を満たさないディーゼル車の走行禁止
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1. 排出ガス及び排出水に関する規制
① 特定施設
② 排出基準
③ 大気総量規制基準
④ 特定施設の設置の届出、計画変更命令
⑤ 排出の制限、改善命令

2. 廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理等
① ばいじん・焼却灰中の濃度基準
② 廃棄物最終処分場の維持管理基準

日本全国の排出総量と大気、水質中の
ダイオキシン類濃度の推移



VOC（Volatile Organic Compounds）
蒸発しやすく、大気中で気体となる有機化合物の総称
塗料、接着剤、インク等の溶剤
代表的な物質：トルエン、キシレン、酢酸エチルなど
SPMや光化学オキシダントの原因物質
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光化学スモッグを特に発生させる有機物の解明に着手

－首都大学東京との共同研究－ （H19～21）

環境科学研究所
含酸素化合物の分析方法の開発
100成分以上のモニタリング
大気中濃度と光化学反応性からの成分ごとの
寄与の推定

トルエン

キシレン

○○○

△△△

未知成分を特定

（
濃
度
×
反
応
性
）

光化学オキシダントの制御戦略の提案

寄
与
の
割
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都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発

地域結集型研究開発プログラム（ （独）科学技術振興機構）

大風量、低濃度のVOC排出を安価で処理できる技術を開発する。
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